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介護老人福祉施設重要事項説明書 

 

１．事業者の概要 

 （１）名称・法人種別     社会福祉法人 麗 峰 会 

 （２）代表者役職・氏名   理事長 中 真  靖 

 （３）法人所在地       沖縄県那覇市辻２丁目２７番地１号 

 （４）電話番号       ０９８－８６６－７２００ 

 （５）設立年月日      昭和６３年 ３月 １８日 

 

２．特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）つじまちの概要 

（１）提供できるサービスの種類 

所     在     地 沖縄県那覇市辻２丁目２７番１号 

介 護 保 険 事 業 所 番 号 指定介護老人福祉施設（那覇市 4770103283 号・平成 28 年 4 月 1 日指定） 
 

 

（２）職員体制 

 

職 種 
員数 (短期入所生活介護・介護予防

短期入所生活介護と一体的運営) 
業務内容 

管  理  者 １人（常勤） 事業所の業務を統括します。 

生 活 相 談 員 １人以上（常勤） 
介護老人福祉施設ご利用申込に係る調整、お客様の日

常生活上の介護、その他必要な業務提供を行います。 

介護支援専門員 １人以上（常勤） 施設サービス計画を作成します。 

看 護 職 員 ３人以上（常勤） 
お客様の心身状況等を的確に把握し、日常生活上の健

康管理、介護、その他必要な業務の提供を行います。 

介 護 職 員 ３６人（常勤３２名以上）以上 
お客様の心身状況等を的確に把握し、日常生活上の介

護、健康管理、その他必要な業務を行います。 

機能訓練指導員 １人以上（常勤） 
日常生活を営むのに必要な心身機能の低下の防止及び

維持回復を図るために必要な訓練を行います。 

栄  養  士 １人以上（常勤） 
献立作成、栄養量計算、食事記録、調理員の指導等の

食事業務全般及びお客様の栄養指導を行います。 

事 務 職 員 ４人以上（常勤） 事業に必要な事務及び職員の補助的業務を行います。 

調  理  員 業者委託に変更 給食業務に従事します。 

医 師 
０.１人 

（嘱託非常勤／週１回２時間程度） 
健康管理及び療養上の指導を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）施設の設備概要 

定  員 
介護老人福祉施設：７０名 

併設型短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護：１０名 

居  室 ８０室（ユニット型個室） 浴   室 一般浴（４室）、機械浴等（４室） 

食堂兼談話室 ８室 ケアステーション ４室（看護職員室兼用） 

多目的ホール ４室 キッチン ８室 

機 器 等 リフト付送迎車輌、歩行訓練用平行棒等のリハビリ機器、マッサージチェア等 
 

（４）営業日及び受付日時 

   営 業 日：年中無休 

受付日時：月～金（祝祭日等を除く）の８時３０分～１７時３０分 

 

３．サービス内容 

（１）施設サービス計画（介護サービス計画）の立案：お客様の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サー 

ビスの目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施 

設サービス計画を作成いたします。 

（２）介護：お客様の心身状況等に応じて、排泄介助等の必要な介護を提供いたします。 

（３）食事：管理栄養士による栄養管理のもと、季節感を取り入れ、お客様の健康に配慮した暖かい食事 

を提供いたします。また、医師の指導に基づく療養食の提供が可能です。 

食事時間は、おおむね次のとおりです。朝食 7:00～ ／昼食 11:00～ ／夕食 17:00～ 

（４）入浴：寝たままで入浴できる機械浴槽と、職員の介助を受けながら入浴する介助浴があり、１週間 

に２回以上の入浴または清拭を行います。 

（５）健康管理：看護職員により、ご入居中の健康管理を２４時間連絡可能な体制で行います。 

（６）生活相談：常にお客様の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握を心がけ、お客様また 

はそのご家族からの相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。また、ご希望に 

応じて行政手続等の代行を行います。 

（７）機能訓練：個別に作成するプランにより、リハビリ器具等を活用して機能訓練ができます。 

（８）経口維持・移行：看護師等による経口摂取・嚥下機能の維持、経管食から経口食への移行のための 

サービス提供が可能です。 

（９）看取り介護：施設での看取り介護を希望される方は、嘱託医等との相談により提供が可能です。 

 

４．料金 

 下記の（１）基本料金の単位数と（２）の加算料金の加算単位数の合計に、国が定める１単位の単価単 

位を乗じた額（１円以下切捨て）に（３）居住費と（４）食費をお支払いただきます。 

 ただし、介護保険適用時には、基本料金と加算料金の合計額の１割相当額（場合によっては２割・３割）に

居住費と食費を加えた額となります。 



 

（１）基本料金表 

１日あたりのご利用料金（ユニット型介護老人福祉施設サービス費） 

 

要介護度 
基本料金 

ユニット型個室 

介護保険適用時のご負担額 

１割負担の利用者 

要介護１ ６，７００円 ６７０円 

要介護２ ７，４００円 ７４０円 

要介護３ ８，１５０円 ８１５円 

要介護４ ８，８６０円 ８８６円 

要介護５ ９，５５０円 ９５５円 
 

※基本料金と加算料金の合計、月額４４，４００円の負担上限があります。 

（２）加算料金等 

加算名称 単位 
１日あたりの 

利用料 

介護保険適用時のご負担額 
備考 

１割負担の利用者 

看護体制加算 Ⅰロ ４ ４０円 ４円 
常勤専従の看護職員が１名以上配置されて

いる体制が認められた場合に算定 

看護体制加算 Ⅱロ ８ ８０円 ８円 

常勤専従の看護職員が基準値以上配置さ

れ、さらに２４時間看護職員との連絡体制

の確保が認められた場合に算定 

安全対策体制加算 ２０ 
１月にあたり 

２００円 
２００円 

管理栄養士による入居者ごとの摂食・嚥下

機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画

に従い、栄養管理を行っている費用として

算定 

個別機能訓練加算 １２ １２０円 １２円 

機能訓練指導員を配置して、入所者ごとに

機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練

を実施した場合に算定 

入院または外泊時費用 ２４６ ２，４６０円 ２４６円 

入院または外泊をされた場合に、１月に６

日を限度としてお支払いいただく費用で

す。 

初期加算 ３０ ３００円 ３０円 
入居した日から起算して３０日間お支払い

いただく費用です。 

経口維持加算 Ⅰ 

経口維持加算 Ⅱ 

４００ 

１００ 

４，０００円/月 

１，０００円/月 

４００円/月 

１００円/月 

経口で食事摂取している方で摂取機能障害

を有し、誤嚥が認められる方に対して、経

口による継続的な食事の摂取を維持するた

めの計画をもとに介護を行っている方にお

支払いいただく費用です。 

科学的介護推進体制加算

Ⅰ・Ⅱ 

４０ 

５０ 

 ４００円/月 

５００円/月 

４０円/月 

５０円/月 

科学的介護情報システムとの連係、活用に

よりケアの質向上を図る取組みを行ってい

ると認められた場合に算定 

経口移行加算 ２８ ２８０円 ２８円 

経管食の方を計画に基づく支援により経口

食に移行したと認められる場合にお支払い

ただく費用です。 

療養食加算 

   （1 食あたり） 

   

６

   

１日３食 

１８０円 
１８円 国が定めた療養食を提供した場合に算定 

若年性認知症受入加算 １２０ １，２００円 １２０円 

６５歳未満で認知症の方に対し、個別の担

当者を中心にして、特性やニーズに応じた

サービス提供していると認められる場合に

お支払いいただく費用です。 

日常生活継続支援加算Ⅱ ４６ ４６０円 ４６円 

介護福祉士が基準の人数以上配置され、且

つ要介護度の高い方が国の定める基準値以

上の割合で入居していると見られる場合に

お支払いただく費用です。 



栄養マネジメント強化 

加算 
１１ １１０円 １１円 

栄養ケア計画を作成し、栄養管理をおこな

う場合に算定 

看取り介護

加算 

死亡日 １２８０ 
１２，８００円 

/死亡日のみ 

１，２８０円 

/死亡日のみ 

ご希望に応じて施設内にて看取り介護を実

施した場合にお支払いただく費用です。 

死亡日前

２日間 
６８０ 

６，８００円 

/死亡日前２日間 

６８０円 

/死亡日前２日間 

 

死亡日前 

4〜30 日

前 
１４４ 

１，４４０円 

/死亡日前 4〜30

日前 

１４４円 

/死亡日前 4〜30 日前 

死亡日前

31～45

日以下 
72 

７２０円/死亡日

前 31～45 日以下 
７２円/死亡日前 31～45 日以前 

介護職員等処遇改善加算 

Ⅰ 
 利 用 料 総 額 に 対 し て14.0％ 

介護職員の賃金の改善等を実施していると

認められた場合に算定 

 

退所時等 

相談等加算 

退所前後

訪問相談

援助 
４６０ 

４，６００円 

/入所中、退所後 

各１回 

４６０円 
/入所中、退所後各１回  

退所時に相談援助連携サービスを行った場

合にお支払いただく費用です。 
退所時相

談援助 
４００ 

４，０００円 

/１回のみ 

４００円 

/１回のみ 

退所前 

連携 
５００ 

５，０００円 

/１回のみ 

５００円 

/１回のみ 

（３）居住費：介護老人福祉施設の利用料や光熱水費として国の定める基準費用額をお支払いいただきます。 

  居住費（１日当たり）（Ｒ３年８月より 

居     住     費 
１日当たり 

２，００６円 

○申請により、「特定入所者介護サービス費」として介護保険からの負担が受けられます。 

第１段階 
・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 
８８０円 

第２段階 
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入

額の合計が年８０万円以下の人 
８８０円 

第３段階 ・市町村民税非課税世帯で、利用者負担第２段階に該当しない人 １，３７０円 

第４段階 ・市町村民税課税世帯の人 ２，０６６円 

 

（４）食費 ：食材料費及び調理に係る費用として、下記の料金（基準費用額）をお支払いいただきます。 

食           費 
１日あたり 

１，４４５円 

 
朝 食 ４００円 

昼 食 ５４５円 

夕 食 ５００円 

○申請により、「特定入所者介護サービス費」として介護保険からの負担を受けられます。 

第１段階 
・市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者 

・生活保護受給者 
３００円 

第２段階 
・市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が年８０万円以下の人 
３９０円 

第３段階 
・市町村民税非課税世帯で、利用者負担第２段階に該

当しない人 

①   ６５０円 

② １，３６０円 

第４段階 ・市町村民税課税世帯の人 １，４４５円 



  

 

（５）その他の料金 

   その他、下記の日常生活用品等につきましては、お客様の自己負担となります。 

内    容 費          用 

ご負担が適当なその他日用品 
入居者個人またはその家族等の選択により利用される個人用の日用
品として１日 50 円。ただし、保険給付の対象となっているサービス
との間に重複関係がないものに限る。 

各種嗜好品 実費 

希望による特別な食事 実費 

衛生材料費 実費 

喫茶・売店・買物代等 実費 

施設内理美容代 実費 

貴重品の管理 当面無料 

レクリエーション・クラブ活動 実費 ※事業所が設定する活動等については原則無料です。 

コピーサービス 
１枚につき白黒１０円／カラー１００円 
 ※事業所がお客様に交付すべき書類等については無料です。 

入退院・通院時にかかる諸費用 
入退院・通院等で当法人職員が入居者の移送等を行う場合は、別途
送迎費用が発生します。 

 

 

 (６)入所後入院中の利用料金 

   上記、入院期間中の利用料金については、介護保険の入院及び外出時の費用(1 か月６日を限度)のご負担 

   と、居住費のご負担となります。ただし、ご利用者が利用していた居室(ベッド)を、短期入所生活介護に 

   活用することに同意をいただく場合は、短期入所生活介護のご利用者が入居中は、居住費の請求はござ 

いません。 

 

５．お支払い方法  

（１）毎月１０日以降に前月分の請求をいたしますので、請求月の末日までにお支払い下さい。 

（２）お支払い方法は、口座振替、振込、現金払いにてお支払いできますので、ご契約の際にご指定下さい。 

 

６．サービスのご利用方法  

（１）施設に専用の申込書がございますので、必要事項をご記入の上、ご提出下さい。居室に空きがあれ 

ば別途入居契約を締結の上で、ご入所いただけます。 

  ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい。 

（２）サービス利用期間の終了     

  ①お客様のご都合でサービスを終了する場合 

    サービスの終了を希望される７日前までに文書でお申し出下さい。 

  ②当社の都合でサービスを終了する場合 

    やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合は、終了３０日前までに文書 

で通知いたします。 

③自動終了       

  以下の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 

ア．お客様が他の介護保険施設に入所された場合  



 イ．お客様がお亡くなりになった場合  

 ウ．介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護度区分が、要支援または、要介護１もしくは  

   要介護２と認定された場合  

④その他  

 ア．当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家 

族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、お客様は文書で通知することによりすぐ 

にサービスを終了することができます。  

 イ．お客様が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上滞納し、料金を支払うように催促したにも 

かかわらず１５日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当事業所や当事業所の職 

員に対して本契約を継続しがたいほどの背任行為を行なった場合は、文書で通知することにより 

すぐにサービスの利用契約を終了させていただくことがございます。  

ウ．入院により３か月以上の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合がございます。 

 この場合には、その後退院しても当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

７．当事業所のサービス特徴等 

 （１）運営の方針 

①施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴・排泄 

・食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上のお世話及び機能訓 

練、健康管理及び療養上のお世話を行うことで、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活 

営むことができるよう目指します。 

   ②老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、お客様の人格を尊重し、常にお客様の立場に立ったサ 

ービス提供に努め、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行います。 

（２）事業所の義務 

①お客様の生命、身体、財産の安全・確保や、プライバシーの保護に配慮いたします。 

②お客様の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、お客様から聴取、 

確認させていただきます。 

   ③お客様へのサービス提供時において、お客様に病状の急変が生じた場合その他の緊急時の場合には、 

速やかにご家族等の緊急連絡先、主治医へ連絡を行うなど、必要な措置を講じます。 

   ④お客様に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともに、お客様または代理人 

の請求に応じて閲覧や複写物を交付いたします。 

   ⑤お客様に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、お客様または他のご利 

用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適切な手 

続きにより身体等を拘束場合がございます。 

   ⑥当事業所及び職員は、サービスを提供するにあたって知り得たお客様またはご家族等に関する事項 

を正当な理由なく、第三者に漏洩いたしません。ただし、お客様に緊急な医療上の必要性がある場 

合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。また、サービス担当者会議など、他 

の介護支援事業所等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる方の事 

前の同意を文書により得た上で、お客様またはご家族等の個人情報を用いることができるものとし 

ます。 

（３）サービスご利用にあたっての留意事項  

○ご面会（感染対策等により制限を設ける場合があります） 

①概ね９時～１７時頃まで。 

②原則、月曜～土曜日。   ※それ以外は必要に応じて相談可。 



③ご面会の際は、お手数でも１階受付にて入館のお手続きをお願いいたします。 

○外出・外泊 

①ご自由に外出・外泊していただけますが、事前に外出・外泊の日時等所定の手続きをお願い 

いたします。 

○飲酒、喫煙 

①ドクターストップがない限り特に制限はありません。 

 ただし、飲酒については世間一般的な常識の範囲内で、また喫煙については、必ず所定の場所 

でお願いいたします。 

○設備、器具の利用 

①日常生活に必要なタンス、カーテン、食器類、車椅子、歩行器等につきましては、施設で用意して 

   ありますが、ご自分で使い慣れたものをご持参いただいても結構です。 

○金銭、貴重品の管理 

①お客様がご自分で管理される場合は、小型金庫等も検討いたしますので、別途お申し出下さい。 

②お客様がご自分で管理することが困難な場合は、別途お申し出下さい。当法人「預り金等管理 

規程」に基づいてお預りが可能です。（別途費用が発生します。） 

○所持品の持ち込み 

①原則として大きな家具等の持ち込みはできませんが、居室に収納できる大きさであれば、危険物等 

でなければ特に制限しておりません。 

②テレビについては、離床促進の観点から、数箇所に設置してある施設内テレビをご覧頂くよう 

お勧めしておりますが、他の利用者へのご配慮や別途の電気使用料をご相談させていただいた 

上で、収納台における大きさ程度の物の持ち込みは可能です。 

③冷蔵庫の持ち込みにつきましては、食中毒の予防上、ご遠慮いただいておりますが、お申し出 

があれば、冷蔵物は職員が管理保管させていただきます。 

○入所中の医療の提供 

①週に１回、嘱託医が当施設に回診する際に受診が可能です。 

②ご入居期間中に発熱等、医師の診察を受けた方が望ましいと判断される場合は、ご家族に連絡 

の上、受診送迎・付添等についての対処方法等についてご相談申し上げます。 

     ③診察内容等に応じて、診療費用等のある場合は、各医療機関へお支払いいただきます。 

○ペット 

①お客様の中には抵抗力が弱っている方もおられますので、ご遠慮いただいています。ご面会等 

でペットをお連れになった時は、１階ロビー等でのご面会をお願いいたします。 

○居室の移動について 

①適切な介護サービスを提供するため、必要に応じ、同意を得た上で居室の移動をお願いする事 

がありますので、その際はご理解、ご協力を宜しくお願い致します。 

○事業所内での禁止事項 

  お客様は、施設内で次の行為を行わないで下さい。 

 ア．喧嘩、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。 

 
イ．政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を攻撃 

したりすること。 

 ウ．指定した場所以外で火気を用いること。 

 
エ．故意または無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。 

 
 



８．非常災害対策 

  ①非常災害時に備えて、数日分の非常用食料・飲料水・医薬品等の備蓄をしております。 

②消火器、消火栓等の消火設備,非常口等の避難設備、および非常ベル等の警報設備を設け、常にこれら 

の設備を整備しております。  

③消防機関との連絡を密にして、避難救出及び消火に関する訓練を適宜実施しております。 

  ④万一の災害発生時は、当法人消防計画書及び防災対策マニュアルに基づき対応いたします。 

 

９．損害賠償 

   当事業所において、事業者の責任によりお客様に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を 

  賠償いたします。但し、その発生について、お客様に故意又は過失がある場合等は、事業者の損害賠償責 

任を減じる事があります。 

 

10．サービス内容に関する相談・苦情 

①当事業所ご利用相談・苦情担当 

  サービス担当窓口（担当者）： 生活相談員  

   電話：０９８－８６６－７２００ 

   受付時間：月～金曜日（祝祭日等を除く） ８時３０分～１７時３０分 

  ②苦情への処理体制 

    当法人苦情対応マニュアルに基づき、苦情についての受付書・報告書を作成し、必要に応じて関係 

機関へ報告の上、対応方法等について検討・処理します。 

③その他 

    当事業所以外に、下記での相談・苦情窓口でも受け付けております。  

受付機関 所在地 電話番号 

那覇市ちゃーがんじゅう課 

施設グループ 
那覇市泉崎１−１−１ 

   

 ０９８－８６６－９０１０ 

沖縄県国民健康保険団体連合会 

 国保連介護サービス苦情処理  

          相談窓口 

那覇市西３－１４－１８ ０９８－８６０－９０２６ 

沖縄県社会福祉協議会 

福祉サービス運営適正化委員会 
那覇市首里石嶺町４－３７３－１ ０９８－８８２－５７０４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

契約を締結するにあたって、以上の重要事項説明について下記の通り確認をしました。 

 

 

  令和    年    月     日 

 

 

 指定介護老人福祉施設のご利用開始にあたり、お客様に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

  

      事業者  所 在 地  沖縄県那覇市辻２丁目２７番地１ 

 

           名   称  特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）つじまち 

 

           説明者氏名                        印 

 

 

 私は、契約書及び本書面にて事業者から指定介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受け、本書面を 

１部受領しました。 

 

 

       お客様  ご 住 所 

 

            ご 氏 名                          印 

  

     （代理人） ご 住 所 

 

            ご 氏 名                          印 

 

                 （お客様とのご続柄           ） 

 

 


